
 

  

 

 

東城市街地循環バスの使用車両について 
 

１ 要旨 

令和４年度において、備北交通株式会社が運行を行う東城市街地循環バスについて、ハ

イエースを常用車両として新たに更新する予定である。 

現車両の老朽化および現在の利用状況に応じて29人乗りの車両から13人乗りの車両へ

小型化を図るため更新を行うものであり、更新予定の車両が移動円滑化基準に適合するた

めの改造等が物理的に困難であることから、「移動円滑化基準除外自動車の認定要領」第３

項第４号の「車両総重量５ｔ以下であって乗車定員が２３人以下の自動車」として移動円

滑化基準適用除外認定申請を行うにあたり、道路運送法及び庄原市地域公共交通会議運営

要綱に基づき、庄原市地域公共交通会議の委員に協議するものである。 

※移動円滑化基準 

移動円滑化（バリアフリー）のために必要な構造に関する基準を定めているものであ

り、高齢者・障害者等をはじめ全ての利用者のニーズに合った空間等の形成を求めてい

るもの。 

 

２．協議事項 

（１）使用車両（※移動円滑化基準に適応せず） 

トヨタ ハイエース（13人乗り） 

型  式 3BF-TRH228B   車体番号 TRH228-0012212 

 

（２）車いす利用者等の対応 

車いす利用者については、福祉有償運送（福祉タクシー）の手段で対応可 

 

（３）使用路線 

東城市街地循環バス 

 

（４）適用除外認定を求める事項 

  ・第37条２項１号 有効幅 

  ・第37条２項２号 スロープ板 

  ・第39条１項   車いすスペース 

  ・第39条２項   優先席に関する標識 

  ・第40条１項   通路の幅 

  ・第40条２項   手すりの設置 

  ・第41条１項   表示装置 
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３．その他 

（１）運行事業者 

備北交通株式会社 

 

（２）車両変更予定日 

令和５年４月１日 

 

（３）運行ルート及び時刻表、運賃 

変更なし 

 

2



西
 鉄

 車
 体

 技
 術

 株
 式

 会
 社

N
IS

H
IT

E
T

S
U

 A
U

T
O

 B
O

D
Y

 T
E

C
H

≒

車
 両

 四
 面

 図

3


